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税・公金の電子納付の推進等について 

 

平素より金融界にご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

さて、金融界は、平成 28 年６月に設置された金融庁の「決済高度化官民推進

会議」における検討等を踏まえ、利用者利便の向上や国際競争力強化の観点か

ら、本年（平成 30 年）10 月に予定している、金融機関の振込の中核システムで

ある「全銀システム」の 24 時間 365 日稼動をはじめとして、決済インフラの更

なる高度化に向けた検討を行っております。 

この点、本年３月に設置されました「税・公金収納・支払等の効率化に関す

る勉強会」（注１）につきましては、内閣官房情報通信技術(ＩＴ)総合戦略室に

オブザーバーとしてご参画いただいたことにつき、あらためて御礼申しあげま

す。 

（注１）未来投資戦略 2017 に掲げられた「政府横断での行政手続コスト削減の徹底」

等を踏まえ、税・公金収納・支払の効率化を進めるために、現在の状況を鳥瞰し

つつ、既存の枠組みのなかで短期的に足元から取り組みできることがないか、更

には、新たな技術や諸外国の事例等を参考に、中長期的（～10 年程度）にはど

のような対応が望ましいか、意見交換等を行う官民の会合（事務局：全国銀行協

会）。 

 

ご高承のとおり、地方税につきましては、平成 31 年 10 月を目途に地方税共

通納税システムが稼動し、法人住民税をはじめとする申告税に関しては、すべ

ての地方公共団体に対し、ペイジーによる電子納税を行える仕組みが実現する

運びとなっております。 
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一方、地方税全体で見ると、課税件数の９割以上は賦課税（自動車税や固定

資産税等（注２））であり、同税目の納付・収納については、納付書の規格・書

式や、利用可能な納付方法が地方公共団体ごとに区々であることなどにより、

納付者、地方公共団体はもとより、金融機関も含め、それぞれにとって負担が

大きく、国民経済全体として効率化の余地が大きい領域となっています。 

（注２）平成 29 年９月 26 日開催の政府税制調査会資料（総 11-3）を参照。 

 

また、政府の「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本

計画」（平成 30 年６月 15 日）においても、官民データ活用の推進に関する施策

についての基本的な方針の中で、「電子行政分野」が重点分野の１つとして掲げ

られているところです。 

 

つきましては、税・公金の電子納付の推進等について、下記のとおり要望い

たしますので、ご高配のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

１．税・公金に係る電子納付の推進に向けた一層の支援 

税・公金については、これまで金融機関窓口での収納が一般的とされてき

ており、特に警察の交通反則金については、金融機関窓口でしか納付ができ

ない状況にある。 

これらの税・公金について、ペイジーのほか、例えば、バーコードや QR コ

ード等を活用した新たな方法にもとづく電子納付を導入すれば、特定の場所

や時間帯に縛られない利便性の高い納付が可能となるほか、収納データを電

子的に国・地方公共団体に送付ができるようになることで、消込データ作成

の負担や突合せ等の消込作業を大幅に軽減できることとなり、効率的な行政

運営を実現することが可能になる。 

政府におかれては、警察の交通反則金を含む税・公金における電子納付の

実現を目指す前向きな取組みについて、関係省庁や地方公共団体に対し、よ

り一層の支援をお願いしたい。 

 

２．マイナポータルを利用した地方税等の電子納付の早期実現 

マイナポータルの活用に関しては、平成 27 年６月に公表された「マイナン

バー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクシ

ョンプログラム」の中で「国・地方を合わせたマイナポータルの提供開始に

合わせ、従来それぞれに行う必要があった、国税および地方税に係る申請・

申告・納付等の手続や、年金に係る申請・納付等の手続について、マイナポ

ータルにおいて、税・年金等に関する各種行政手続を一括的に処理できるよ
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うなワンストップ型サービスを提供する。」ことが盛り込まれている。 

また、平成 29 年３月に公表された「マイナンバーカード利活用推進ロード

マップ」において、「マイナポータルの利便性向上」の中に「地方税や社会保

険料のペーパーレスオンライン納付の実現」が盛り込まれている。 

地方税の納付に関して言えば、例えば、各地方公共団体から納税者に対し

て送付される納税通知書がマイナポータルに電子情報として掲載されること

になれば、各地方公共団体における印刷、封入、郵送に要する手間やコスト

が削減されるなどの事務効率化が期待できる。更に、そうした電子的な納税

通知書にもとづく支払いを電子納付（ペイジー）と連動させることにより、

収納事務全体が電子的に完結し、完全なペーパーレス化の実現を図ることも

可能となる。こうした取組みの結果、納税者の納税手段の選択の幅が広がる

だけでなく、地方税等の収納に係る各地方公共団体、さらには各指定金融機

関等の事務の一層の効率化が図られるものと考えられる。 

また、地方公共団体における負担軽減やシステムの有効活用の観点からは、

地方税共通納税システム（平成 31 年 10 月稼動予定）とマイナポータルにお

ける公金決済サービスの連携が図られることが望ましいと考えられる。 

政府におかれては、国民・民間企業等や地方公共団体のほか、指定金融機

関等を務める金融機関からも幅広く意見を聴取していただき、マイナポータ

ルを活用した国税・地方税・年金等の電子納付の早期実現をお願いしたい。 

 

以  上 


